
証券コード8887
平成28年８月10日

　
株 主 各 位

埼 玉 県 草 加 市 金 明 町 389 番 地 １

リ ベ レ ス テ 株 式 会 社

代表取締役社長 河 合 純 二

　

第38期定時株主総会招集ご通知
　
拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第38期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ
いますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます
ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用
紙に賛否をご表示いただき、平成28年８月29日（月曜日）午後５時30分までに到着す
るようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

１. 日 時 平成28年８月30日（火曜日）午前10時

２. 場 所 埼玉県草加市金明町389番地１
リベレステ株式会社 本社会議室
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３. 目的事項

報 告 事 項 第38期（平成27年６月１日から平成28年５月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件

決 議 事 項

　第１号議案 剰余金処分の件

　第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くだ
さいますようお願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類、事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、インター
ネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.riberesute.co.jp/）において、
掲載させていただきます。
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(株主総会招集通知添付書類)
　

事 業 報 告

（平成27年６月１日から
平成28年５月31日まで）

　

１．会社の現況
　(1) 当事業年度の事業の概況

　 ①事業の経過及び成果

　 当事業年度におけるわが国経済は、企業収益は高い水準にあるものの個人消費

の消費者マインドと同様に足踏みがみられ、イギリスのEU離脱や、中国景気の先

行き不安などから依然として景気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。

また、当社の属する建築・不動産業界につきましては、持ち直しの動きが見ら

れるものの、首都圏におけるマンションの供給戸数は、販売価格の上昇による影

響を受け、緩やかに減少しております。

　このような環境の中、当社のコアビジネスである開発事業及び不動産販売事業

につきましては、前年に引き続き実需及び投資用としてニーズの高い都心の物件

を中心に用地仕入も含めて、機動的に事業展開を行いました。

　 当事業年度の売上高は7,767百万円（前期比3.5％増）、営業利益は1,025百万円

（前期比2.5％増）、経常利益は1,293百万円（前期比11.2％増）となり、当期純利

益は831百万円（前期比49.5％減）となりました。

　 なお、当期純利益が前年同期比49.5％減となっておりますのは、前期に「星野

リゾート裏磐梯ホテル」の売却により、特別利益1,443百万円を計上したためであ

ります。

　 セグメントの業績は次のとおりです。

　 〔開発事業〕

　 開発事業につきましては、引渡しが順調に進んだことから、分譲マンション等

の販売による売上高が3,768百万円（前期比3.4％減）、セグメント利益が671百万

円（前期比5.0％減）となりました。

　 〔建築事業〕

　 建築事業につきましては、型枠工事を主体として売上高が466百万円（前期比

37.8％増）、セグメント利益が32百万円（前期比33.1％減）となりました。

　 〔不動産販売事業〕

　 不動産販売事業につきましては、一般不動産の販売により売上高が3,256百万円

（前期比86.5％増）、セグメント利益が536百万円（前期比43.7％増）となりまし

た。
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　 〔その他事業〕

　 その他事業につきましては、賃貸住宅の仲介・管理及び不動産の売買仲介等を

中心に売上高が275百万円（前期比4.3％増）、セグメント利益が124百万円（前期

比10.9％減）となりました。

　 セグメント別売上状況は次のとおりであります。

(単位：百万円)

第 37 期
(前 期)

第 38 期
(当 期)

増 減
(当期－前期)

金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 増 減 率

開 発 事 業 3,900 52.0％ 3,768 48.5％ △131 △3.4％

建 築 事 業 338 4.5％ 466 6.0％ 128 37.8％

不 動 産 販 売 事 業 1,746 23.3％ 3,256 41.9％ 1,510 86.5％

ホ テ ル 事 業 1,252 16.7％ ― ― △1,252 ―

そ の 他 事 業 264 3.5％ 275 3.6％ 11 4.3％

合 計 7,501 100.0％ 7,767 100.0％ 265 3.5％

　
　 ②設備投資の状況

　 当事業年度中に実施した設備投資の総額は34百万円であります。

　
　 ③資金調達の状況

　 金融機関からの借入及び社債の状況は次のとおりであります。

(単位：百万円)

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

長期借入金 1,150 2,070 1,826 1,394

短期借入金 1,490 11,000 10,372 2,118

社 債 910 990 409 1,491

　 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関３行と総額1,500
百万円の当座貸越契約を締結しております。
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　(2) 財産及び損益の状況

(単位：百万円)

項 目
第 35 期

自平成24年６月１日
至平成25年５月31日

第 36 期
自平成25年６月１日
至平成26年５月31日

第 37 期
自平成26年６月１日
至平成27年５月31日

第 38 期
自平成27年６月１日
至平成28年５月31日

売 上 高 9,455 6,601 7,501 7,767

経 常 利 益 744 422 1,162 1,293

当 期 純 利 益 412 321 1,645 831

１株当たり当期純利益(円) 32.70 25.47 130.37 69.00

総 資 産 額 15,376 16,495 16,583 16,596

純 資 産 額 9,459 9,428 10,692 10,411

１株当たり純資産額(円) 749.56 747.16 847.28 878.58

　 当社は平成25年７月12日開催の取締役会の決議に基づき、平成25年12月１日付

をもって、普通株式１株を100株に分割しております。このため、第35期の期首に

当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり当期純利益、１株当たり純資産額

を算定しております。

　

　(3) 重要な親会社及び子会社の状況

　 ①親会社の状況

　 該当事項はありません。

　

　 ②重要な子会社の状況

　 該当事項はありません。

　

　(4) 対処すべき課題

　 当社は利益重視の経営を推進すべく、都心を中心としたマンション販売及び一

般不動産販売に注力して行く方針であります。こうした基本戦略を積極的に推進

するためには「財務安全性の確保」と「仕入機能の強化」が課題であると考えて

おります。「財務安全性の確保」については、前事業年度において「星野リゾート

裏磐梯ホテル」を売却したことにより再投資リスクを含めて自己資本を填補する

ことができました。また、柔軟な経営により更なる自己資本の充実を図って参り

ます。なお、「仕入機能の強化」につきましては、特に情報収集力を強化すべくネ

ットワークの強化を図ってまいりたいと考えております。
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　(5) 主要な事業内容（平成28年５月31日現在）

　 当社は、建設業法による特定建設業者の埼玉県知事許可「（特―28）第60591号」

を受け、建築及びそれに関連する事業、並びに宅地建物取引業法による宅地建物

取引業者の国土交通大臣免許「(1) 第8560号」を受け、不動産に関連する事業を

主として行っております。

　 事業内容については次のとおりであります。

区 分 事 業 の 内 容

開 発 事 業
分譲マンションは「ベルドゥムール」シリーズ、戸建分譲住宅は「ベ
ルフルーブ」シリーズのブランド名を用い企画設計、施工、販売。

建 築 事 業
注文住宅の企画設計、施工と中高層住宅建設等における躯体工事の内、
型枠工事の施工。

不 動 産 販 売 事 業 一般不動産の売買。

そ の 他 事 業 賃貸物件の仲介・管理及び不動産の売買仲介。

　
　(6) 主要な営業所（平成28年５月31日現在）

本 社 埼玉県草加市金明町389番地１

越 谷 支 店 埼玉県越谷市増森86番地

東 京 支 店
東京都中央区日本橋１丁目２番10号
東洋ビルディング９階

東 金 物 流 セ ン タ ー 千葉県東金市滝沢633番地

　
　(7) 使用人の状況（平成28年５月31日現在）

使 用 人 数 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

37名 44.5歳 11.1年

(注) 使用人数には、パートタイマー及びアルバイトは含んでおりません。

　
　(8) 主要な借入先の状況（平成28年５月31日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

百万円
株 式 会 社 埼 玉 り そ な 銀 行 1,016

東 京 東 信 用 金 庫 680

埼 玉 縣 信 用 金 庫 400

株 式 会 社 武 蔵 野 銀 行 279

オ リ ッ ク ス 銀 行 株 式 会 社 250

株 式 会 社 千 葉 銀 行 240

　
　(9) その他会社の現況に関する重要な事項

　 該当事項はありません。
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２．会社の状況
　(1) 株式の状況（平成28年５月31日現在）

①発行可能株式総数 16,000,000株

②発行済株式の総数 12,619,800株

③株主数 12,413名

　 ④大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 ％

株 式 会 社 ジ ュ ン プ ラ ン ニ ン グ 2,668,400 22.51

株 式 会 社 武 蔵 野 銀 行 310,000 2.61

河 合 信 和 265,000 2.23

株 式 会 社 ジ ャ フ コ 242,000 2.04

山 本 和 典 226,300 1.90

河 合 純 二 224,000 1.89

東 京 東 信 用 金 庫 200,200 1.68

株 式 会 社 SBI 証 券 167,500 1.41

リ ベ レ ス テ 従 業 員 持 株 会 95,100 0.80

朝 日 火 災 海 上 保 険 株 式 会 社 60,000 0.50

(注) 当社は、自己株式770,000株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、
持株比率は自己株式を控除して計算しております。

　

　(2) 新株予約権等の状況

　 該当事項はありません。
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　(3) 会社役員の状況（平成28年５月31日現在）

　 ①取締役の状況

地 位 氏 名 担 当 重要な兼職の状況

代表取締役社長 河 合 純 二 株式会社ジュンプランニング代表取締役社長

専 務 取 締 役 樋 口 文 雄 管理部門統括

常 務 取 締 役 金 子 宗 明 事業部門統括

取 締 役 中 前 博 輝 越谷支店統括

社 外 取 締 役
(監査等委員)

前 田 順 夫

社 外 取 締 役
(監査等委員)

大久保 博 雄
税 理 士 法 人 大 久 保 事 務 所 代 表 社 員
有 限 会 社 フ ォ ー ユ ー 代 表 取 締 役

社 外 取 締 役
(監査等委員)

戸 田 良 一 株 式 会 社 ア ス カ ネ ッ ト 社 外 監 査 役

取 締 役
(監査等委員)

大 井 勝 代

(注) １．取締役の前田順夫氏、大久保博雄氏及び戸田良一氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員会の監査・監督機能を強化し、内部監査室等と監査等委員会との十分な連携を

可能にするため、前田順夫氏を常勤の監査等委員に選定しております。
３．監査等委員大久保博雄氏及び戸田良一氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程

度の知見を有しております。
・監査等委員大久保博雄氏は、税理士の資格を有しております。
・監査等委員戸田良一氏は、公認会計士の資格を有しております。

４．当社は、取締役前田順夫氏、大久保博雄氏及び戸田良一氏を証券取引所の定めに基づく独
立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　
　 ②取締役の報酬等の総額

区 分 支給人員 支給額

取 締 役
(監査等委員を除く)

４名 145百万円

取締役(監査等委員)
(うち社外取締役)

４名
(３)

9百万円
(8)

監 査 役
(うち社外監査役)

４名
(３)

1百万円
(1)

合 計 ８名 156百万円

(注) １．取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、平成27年８月27日開催の第37期定時株主総
会において年額200百万円以内（ただし、使用人分は含まない。）と決議いただいておりま
す。

２．取締役（監査等委員）の報酬限度額は、平成27年８月27日開催の第37期定時株主総会にお
いて年額40百万円以内と決議いただいております。

３．監査役の報酬限度額は、平成19年８月29日開催の第29期定時株主総会において年額40百万
円以内と決議いただいております。

４．当社は平成27年８月27日開催の第37期定時株主総会決議に基づき、監査役会設置会社から
監査等委員会設置会社に移行しております。

　

― 7 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2016年07月26日 17時00分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



　 ③社外役員に関する事項

　 ア．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と他の法人等との関係

　 ・取締役（監査等委員）大久保博雄氏は、税理士法人大久保事務所の代表

社員及び、有限会社フォーユーの代表取締役を兼務しております。

　 なお、当社と税理士法人大久保事務所及び、有限会社フォーユーとの間

には特別な関係はありません。

　 ・取締役（監査等委員）戸田良一氏は、株式会社アスカネットの社外監査

役を兼務しております。

　 なお、当社と株式会社アスカネットとの間には特別な関係はありません。

　 イ．当事業年度における主な活動状況

　 取締役会及び監査等委員会への出席状況並びに発言状況

区分 氏名 取締役会出席回数 監査役会出席回数 監査等委員会出席回数

社 外 取 締 役
常勤監査等委員

前 田 順 夫 22回中21回 3回中3回 8回中8回

社 外 取 締 役
監 査 等 委 員

大久保 博 雄 22回中14回 3回中3回 8回中8回

社 外 取 締 役
監 査 等 委 員

戸 田 良 一 22回中21回 3回中3回 8回中7回

各氏は、取締役会、監査役会及び監査等委員会において、各々の豊富な経験及び知見に基づき、業務の
適法性の観点から監査業務全般について発言するとともに、会計監査人との意見交換を実施し、必要な
提言等を行っております。
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　(4) 会計監査人の状況

①名称 優成監査法人

　 ②報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 12百万円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の
合計額

12百万円

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく
監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度
に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

③当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額について監査等委員会が同意した理

由

　 当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関す

る実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会

計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

　 ④会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　 会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると判断した場合、

監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。こ

の場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総

会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を、報告いたします。

　 会計監査人の再任の可否については、監査等委員会は毎期会計監査人の適格性、

独立性、監査の品質管理状況、および職務の遂行状況等を評価し、不再任が妥当

と判断した場合、会計監査人の不再任に関する株主総会提案議案の内容を決定い

たします。
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　(5) 業務の適正を確保するための体制

当社は、取締役会において、次のとおり内部統制システムの基本方針を決議

しています。

　 ①監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

　 監査等委員会の職務を補助し、その円滑な職務遂行を支援するため内部監査

室を置き、必要な人員を配置する。なお、監査等委員会の職務を補助すべき

取締役は置かない。

　 ②前号の使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性及び監査等委員会の当該

使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　 内部監査室のスタッフの任命、人事異動等は監査等委員会の同意の下に行う

ものとして、執行部門からの独立性と内部監査室のスタッフに対する監査等

委員会の指示の実効性を確保する。

　 ③取締役及び使用人等が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委

員会への報告に関する体制

　 ア.取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し、または発生

する恐れがあるとき、役職員により違法または不正な行為を発見したとき、

監査等委員会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査等委員会

に報告する。

　 イ.事業部門を統括する取締役は、監査等委員会と協議の上、定期的または不定

期に、担当する部門のリスク管理体制について報告する。

　 ④前号の報告をしたものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受け

ないことを確保するための体制

　 内部通報制度により通報した者に対して、通報を理由としたいかなる不利益

な取扱いも行ってはならない旨社規に定め、その旨を周知し適切に運用する

ものとする。

　 ⑤監査等委員会等の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に

関する事項

　 ア.当社は、監査等委員会等がその職務の執行について生じる費用の前払い又は

債務の処理等の請求をしたときは、「監査等委員会監査等基準」に基づき、速

やかに当該費用又は債務の処理をすることとしております。

　 イ.監査等委員会等が、監査等委員の職務の遂行のために弁護士および公認会計

士等の外部専門家を求めた場合、当社はその費用を負担することとしており

ます。

　 ウ.監査等委員会等は、職務の執行上必要と認める費用について、予め予算を計

上することとしております。
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　 ⑥その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　 監査等委員会が行う、内部監査部門及び会計監査人等との意思疎通、情報の

収集や調査に対しては、実効的な監査の実施を確保出来るように留意する。
　 ア.代表取締役社長と監査等委員会との間の定期的な意見交換会を実施します。
　 イ.監査等委員会が必要と認めるときは追加監査の実施、業務改善策の策定等を

行います。
　 ウ.監査等委員会は、当社会計監査人である優成監査法人と、定期的に意見交換

会を実施します。
　 ⑦取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制
　 ア.役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、

当社のコンプライアンスポリシー（企業行動基準、企業行動憲章等）を定め、
それを全役職員に周知徹底させる。

　 イ.コンプライアンス担当役員を置き、コンプライアンス担当部門を設置する。
コンプライアンス担当部門は定期的にコンプライアンスプログラムを策定し、
それを実施する。

　 ウ.役職員に対し、コンプライアンスに関する研修、マニュアルの作成・配布等
を行うことにより、役職員に対し、コンプライアンスの知識を高め、コンプ
ライアンスを尊重する意識を醸成する。

　 ⑧取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
　 社内規程に従って管理を行い、監査等委員会の要求があった場合、取締役は

速やかに、当該情報・文書を提出するものとする。
　 ⑨損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　 ア.リスク管理部門（総務部）が、「危機管理規程」に基づき、リスク管理活動を

統括し、その他の規程の整備とその運用を図る。
　 イ.各事業部門は、それぞれの部門に関するリスクの管理を行う。各事業部門の

長は、定期的にリスク管理の状況を取締役会に報告する。
　 ウ.新たに生じたリスクへの対応が必要な場合は、速やかに対応責任者となる取

締役を定める。
　 エ.リスクが現実化し、重大な損害の発生が予測される場合には、速やかに取締

役会に報告する。
　 ⑩取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　 ア.職務権限及び意思決定ルールにより適正かつ効率的に職務の執行が行われる

体制をとり、併せて運用状況を定期的に検証する。
　 イ.業務運営の状況を把握し、その改善を図るため、内部監査部門が内部監査を

実施する。
　 ⑪会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　 ア.子会社管理の担当部署を置き、関係会社管理規程を定め、子会社の状況に応

じて必要な管理を行う。
　 イ.総務部はグループ全体のリスクの評価及び管理の体制を適切に構築し、運用

する。
　 ウ.グループ内取引の公平性を確保するため、グループ内取引規程を策定する。
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　(6) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は次

のとおりです。

　 ①監査等委員会による監査の実効性確保に関する取組み

　 ・監査等委員会の監査業務等を補助するため、社内規程に基づき内部監査室を

設置し、専属のスタッフを配置しております。

　 また、同規程において、専属のスタッフについて執行部門からの独立性を確

保する旨の規定を設けております。

　 ・監査等委員会からの申請に基づき、監査活動に必要な予算を適切に確保する

とともに、費用等の支払いを行っております。

・常勤の監査等委員からあらかじめ要請を受けた重要会議への出席機会や文書

の提供について、適切に対応しているほか、監査等の観点から重要な案件に

ついては、常勤の監査等委員に対して個別に報告を実施しております。

　 ・常勤の監査等委員との間では内部監査部門が定期的に情報共有を行っている

ほか、常勤の監査等委員は、代表取締役社長及び業務執行部門幹部との定期

的な会合や、会計監査人との意見交換を行っております。

　 ・内部通報制度により通報を受けた内容等については、その全件について、常

勤の監査等委員に対して報告を行っております。また、内部通報者について、

通報を理由とした不利益な取扱いを禁ずる旨を明記した社内規程を定め、こ

れを周知・徹底しております。

　 ②取締役及び使用人の職務執行における法令等の遵守、意思決定プロセスの適正

性確保に関する取組み

　 ・コンプライアンスに関する取組みとして、当社のコンプライアンスポリシー

を制定し、コンプライアンス担当部門は定期的にコンプライアンスプログラ

ムを策定・実施し、各部門の課題を踏まえた内部監査の実施等に努めており

ます。

　 ・当事業年度においては取締役会を22回開催し、各議事に対し審議を尽くして

いるほか、社外取締役と代表取締役社長のみを構成員とする会合を開催し、

企業統治に関する事項を中心に社外取締役の意見を広く聴取するなど、当社

経営の健全性・透明性を高める取組みを実施しております。
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　 ③取締役の職務執行に係る情報の保存・管理に関する取組み

　 ・取締役会議事録をはじめとする取締役の職務執行に係る情報については、社

内規程に基づき適切に記録の上、取締役の求めに応じて常時閲覧できるよう

管理しております。また、情報漏えいや消失等を防ぐために適切な措置を講

じており、定期的に当該措置に係る点検を行っております。

　 ④損失の危機の管理に関する取組み

　 ・開発工事や受注工事等については、ISO9001・14001を整備し、リスクに係る

事項についての管理を行っております。

　 ・顕在化した重大リスクについては、事案解決のための全社的・専門的組織が

これを担当して、適切に対応しております。

　 ⑤取締役の職務執行における効率性確保に関する取組み

　 ・ 監査等委員会設置会社への移行後においては、定款の規定に基づき重要な業

務執行の決定の一部を代表取締役社長に委任するとともに、取締役会で審議

すべき事項に関する基準を取締役会規程において定め、取締役の職務執行の

効率性・機動性の向上を図っております。

　 ⑥企業集団における業務の適正性確保に関する取組み

　 ・グループ会社の管理責任体制等について社内規程を定め、グループ会社にお

ける経営上の重要事項について報告を受けております。

　 ⑦反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内容

　 ・反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係をもたない。

　 ・不当要求の介入に対しては、警察等外部専門機関との緊密な連携のもと、関

係部署が、連携・協力して組織的に対応し、利益の供与は絶対に行わない。

　

　(7) 株式会社の支配に関する基本方針

　 該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
(平成28年５月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

完 成 工 事 未 収 入 金

販 売 用 不 動 産

開 発 用 不 動 産

未 成 工 事 支 出 金

そ の 他 の た な 卸 資 産

前 渡 金

前 払 費 用

短 期 貸 付 金

１年内回収予定の長期貸付金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

車 両 運 搬 具

工 具 器 具 及 び 備 品

土 地

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 貸 付 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

投 資 損 失 引 当 金

13,091,884

3,247,164

3,731

1,428

21,873

3,319,621

5,112,621

151,721

30,946

3,013

18,283

1,138,268

10,090

32,847

27,996

△27,724

3,504,599

2,798,554

468,310

60,293

13,845

1,831

2,254,271

5,480

700,564

329,526

133,265

65,592

63,517

18,946

38,742

97,243

△29,430

△16,837

流 動 負 債 3,670,037
支 払 手 形 42,595

工 事 未 払 金 55,129

短 期 借 入 金 2,118,000

１年内返済予定の長期借入金 503,440

１年内償還予定の社債 518,000

未 払 金 132,432

未 払 費 用 6,421

未 払 法 人 税 等 168,000

未 成 工 事 受 入 金 6,372

前 受 金 43,788

預 り 金 55,154

前 受 収 益 9,687

完 成 工 事 補 償 引 当 金 2,004

そ の 他 9,009

固 定 負 債 2,515,421

社 債 973,000

長 期 借 入 金 890,644

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 411,046

退 職 給 付 引 当 金 78,020

債 務 保 証 損 失 引 当 金 2,706

預 り 保 証 金 111,830

資 産 除 去 債 務 48,172

負 債 合 計 6,185,458

純 資 産 の 部

株 主 資 本 10,396,784

資 本 金 2,000,792

資 本 剰 余 金 2,018,237

資 本 準 備 金 1,972,101

そ の 他 資 本 剰 余 金 46,135

利 益 剰 余 金 6,986,054

利 益 準 備 金 62,800

そ の 他 利 益 剰 余 金 6,923,254

特 別 償 却 準 備 金 32,795

別 途 積 立 金 4,076,000

繰 越 利 益 剰 余 金 2,814,458

自 己 株 式 △608,300

評 価 ・ 換 算 差 額 等 14,240

その他有価証券評価差額金 14,240

純 資 産 合 計 10,411,025

資 産 合 計 16,596,483 負 債 ・ 純 資 産 合 計 16,596,483
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損 益 計 算 書

（平成27年６月１日から
平成28年５月31日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 7,767,518

売 上 原 価 5,743,144

売 上 総 利 益 2,024,373

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 998,817

営 業 利 益 1,025,556

営 業 外 収 益

受 取 利 息 185,913

受 取 配 当 金 1,417

受 取 手 数 料 34,639

受 取 家 賃 114,457

投 資 事 業 組 合 運 用 益 8,338

雑 収 入 79,274 424,040

営 業 外 費 用

支 払 利 息 43,170

社 債 利 息 7,527

社 債 発 行 費 17,370

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 15,759

貸 倒 損 失 2,561

自 己 株 式 取 得 費 用 27,000

雑 損 失 43,058 156,447

経 常 利 益 1,293,148

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 4,961 4,961

特 別 損 失

　固 定 資 産 売 却 損 36,431

固 定 資 産 除 却 損 0 36,431

税 引 前 当 期 純 利 益 1,261,679

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 396,345

法 人 税 等 調 整 額 34,042

当 期 純 利 益 831,290
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株主資本等変動計算書

（平成27年６月１日から
平成28年５月31日まで）

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当 期 首 残 高 2,000,792 1,972,101 46,135 2,018,237

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

特 別 償 却 準 備 金 の 取 崩

自 己 株 式 の 取 得

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 ― ― ― ―

当 期 末 残 高 2,000,792 1,972,101 46,135 2,018,237

　

株 主 資 本

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利 益 剰 余 金
合 計特 別 償 却

準 備 金
別 途 積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 62,800 36,685 4,076,000 2,472,520 6,648,005

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △493,242 △493,242

当 期 純 利 益 831,290 831,290

特 別 償 却 準 備 金 の 取 崩 △3,889 3,889 ―

自 己 株 式 の 取 得

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 　― △3,889 ― 341,937 338,048

当 期 末 残 高 62,800 32,795 4,076,000 2,814,458 6,986,054
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(単位：千円)

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

純資産合計
自 己 株 式 株主資本合計

その他有価証券
評 価 差 額 金

評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 ― 10,667,035 25,424 25,424 10,692,460

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △493,242 △493,242

当 期 純 利 益 831,290 831,290

特 別 償 却 準 備 金 の 取 崩 ― ―

自 己 株 式 の 取 得 △608,300 △608,300 △608,300

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

△11,183 △11,183 △11,183

当 期 変 動 額 合 計 △608,300 △270,251 △11,183 △11,183 △281,435

当 期 末 残 高 △608,300 10,396,784 14,240 14,240 10,411,025
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項

　(1) 資産の評価基準及び評価方法

①子会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。

②その他有価証券

　・時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

　・時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。

③デリバティブ 時価法を採用しております。

④たな卸資産

　・販売用不動産、開発用不動産

　 及び未成工事支出金

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

　・その他のたな卸資産 最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

　(2) 固定資産の減価償却の方法

　 ①有形固定資産

　 建物（建物附属設備を除く）

　 イ．平成10年３月31日以前に取得したもの

　 旧定率法

　 ロ．平成10年４月１日から平成19年３月31日までに取得したもの

　 旧定額法

　 ハ．平成19年４月１日以降に取得したもの

　 定額法

　 建物以外

　 イ．平成19年３月31日以前に取得したもの

　 旧定率法

　 ロ．平成19年４月１日以降に取得したもの

定率法（ただし、平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備、並びに構築物については

定額法）

　 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 29年～50年

構築物 ９年～20年

車両運搬具 ４年～６年

　 ②無形固定資産

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可

能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
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　(3) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。

　(4) 引当金の計上基準

①貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。

②投資損失引当金 出資金の価値の減少による損失に備えるため、相手先の財

政状態を勘案して個別検討による必要額を計上しておりま

す。

③退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退

職給付債務（自己都合要支給額）に基づき計上しておりま

す。

④役員退職慰労引当金 従来、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づ

く期末支給見込額を計上しておりましたが、平成19年８月

をもって役員退職慰労金制度を廃止いたしました。当事業

年度末の役員退職慰労引当金残高は、制度廃止時に在任し

ている役員に対する支給予定額であり、支給時期はそれぞ

れの退任時としております。

⑤完成工事補償引当金 完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、過去の実績

に将来の見込みを加味した額を計上しております。

⑥債務保証損失引当金 債務保証に係る損失に備えるため、損失負担見込額を計上

しております。

　(5) 収益及び費用の計上基準

　 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

　 ①当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

　 工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

　 ②その他の工事

　 工事完成基準

　(6) その他計算書類作成のための基本となる事項

　消費税等の会計処理 税抜方式によっております。
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２．会計方針の変更

　（減価償却方法の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い当事業年度より、平成28年４月１日以後に取得する建物附属設

備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　この変更による影響額は軽微であります。

　
３．表示方法の変更に関する注記

　（貸借対照表）

前事業年度において「流動資産」の「その他」に含めていた「短期貸付金」は金額的重要性が増

したため、当事業年度より独立掲記することとしております。

　なお、前事業年度の「短期貸付金」は4,980千円であります。

　
４．貸借対照表に関する注記

　(1) 担保に供している資産及びこれに対応する債務

①担保に供している資産 定 期 預 金 582,500千円

販 売 用 不 動 産 641,063千円

建 物 196,359千円

土 地 807,742千円

　 計 2,227,665千円

②上記に対応する債務 短 期 借 入 金 518,000千円

１年内返済予定の長期借入金 184,440千円

長 期 借 入 金 490,644千円

　 計 1,193,084千円

　 なお、上記の他に、東京不動産信用保証株式会社が行う当社顧客に対する手付金の保証行為に対

し、当社が保有する同社株式（投資有価証券）3,000千円を同社に担保として提供しております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 769,886千円

　(3) 保証債務

　 当社の物件購入者に対する金融機関からの融資に係る保証債務。

物件購入者（104人） 218,805千円

　(4) 関係会社に対する金銭債権または金銭債務

　短期金銭債権 38,268千円

　短期金銭債務 485千円

(5) 受取手形裏書譲渡高 6,573千円

　(6) 運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。

　 これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

当 座 貸 越 極 度 額 1,500,000千円

借 入 実 行 残 高 200,000千円

差 引 額 1,300,000千円
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５．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

　営業取引の取引高 12,950千円

　営業取引以外の取引高 12,140千円

　

６．株主資本等変動計算書に関する注記

　(1) 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
当事業年度期首

の株式数
当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
の株式数

発行済株式

普通株式 　12,619,800株 　 ―株 ―株 　12,619,800株

自己株式

普通株式(注) 　 ―株 　770,000株 　 ―株 　 770,000株

（注）普通株式の自己株式数増加は、平成27年7月14日開催の取締役会決議（会社法第165条第３項の
規定により読み替えて適用される同法第156条第１項及び当社定款の規定に基づく自己株式の
取得）に基づく自己株式の取得であります。

　(2) 剰余金の配当に関する事項

　 ①配当金支払額等

決 議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

平成27年８月27日
定 時 株 主 総 会

普 通 株 式 315,495
特別配当 10
普通配当 15

平成27年５月31日 平成27年８月28日

平成27年12月24日
取 締 役 会

普 通 株 式 177,747 15 平成27年11月30日 平成28年１月28日

　

　 ②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

平成28年８月30日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 236,996 20 平成28年５月31日平成28年８月31日

　

― 21 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2016年07月26日 17時00分 $FOLDER; 21ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



７．税効果会計に関する注記

　(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：千円)

繰延税金資産

未払事業税 11,064

完成工事補償引当金 615

貸倒引当金 17,488

税務上の売上高認識額 9,938

減価償却超過額 702

役員退職慰労引当金 125,369

ゴルフ会員権評価損 12,848

退職給付引当金 23,796

減損損失 74,096

投資損失引当金 5,135

債務保証損失引当金 825

資産除去債務 14,692

固定資産売却益益金算入額 9,946

その他 16,475

繰延税金資産小計 322,995

評価性引当額 △231,326

繰延税金資産合計 91,668

繰延税金負債

資産除去債務に対する資産 △1,650

特別償却準備金 △12,727

その他有価証券評価差額 △5,700

繰延税金負債合計 △20,079

繰延税金資産の純額 71,589
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　(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

(単位：％)

法定実効税率 32.6

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.0

住民税均等割 0.3

評価性引当額の増減額 0.6

税率変更による影響 0.3

その他 0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.1

　

　(3) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年

３月29日に国会で成立したことに伴い、当該事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（た

だし、平成28年６月１日以降解消されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前事業年度の

31.9％から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年６月１日から平成30年５月31日までのもの

は30.7％、平成30年６月以降のものについては30.5％にそれぞれ変更されております。

その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金資産の金額を控除した金額）が3,811千円減少し、当

事業年度に計上された法人税等調整額が4,072千円、その他有価証券評価差額金が261千円それぞれ

増加しております。
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８．金融商品に関する注記

　(1) 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については主に安全性の高い預金等で運用しており、資金調達については銀行

等の金融機関からの借入により調達しております。

売掛金及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されており、債権管理規程等の社内規程

に従いリスク低減を図っております。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び投資事業組合への出資であり、発行

体の信用リスク及び市場価格等の変動リスクに晒されており、定期的に時価や発行体の財務状況等

を把握しております。また、デリバティブを組み込んだ複合金融商品は、信用リスクに晒されてお

りますが、社内管理規程に従い、格付の高い発行体が発行する有価証券のみを運用対象としている

ため、信用リスクは僅少であります。

貸付金は、主に取引先に対する貸付であり、契約先の信用リスクに晒されておりますが、契約先

ごとに期日及び残高を管理するとともに、契約先の状況を定期的にモニタリングし、財務状況等の

悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

借入金及び社債の使途は、主に運転資金（主として短期）及びプロジェクト資金（主として長

期）であり、金利変動リスクに晒されております。
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　(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成28年５月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで

あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

((注)２．参照）

貸借対照表計上額 時 価 差 額

(1) 現 金 及 び 預 金 3,247,164千円 3,247,164千円 ―千円

(2) 受 取 手 形 3,731 3,731 ―

(3) 売 掛 金 1,428 1,428 ―

(4) 完 成 工 事 未 収 入 金 21,873

貸 倒 引 当 金 ※1 △917

20,955 20,955 ―

(5) 投 資 有 価 証 券 329,526 329,526 ―

(6) 短 期 貸 付 金 1,138,268 1,138,268 ―

(7) 長 期 貸 付 金 ※2 73,608

貸 倒 引 当 金 ※1 △29,213

44,394 45,353 958

資 産 計 4,785,468 4,786,427 958

(1) 支 払 手 形 42,595 42,595 ―

(2) 工 事 未 払 金 55,129 55,129 ―

(3) 未 払 金 132,432 132,432 ―

(4) 短 期 借 入 金 2,118,000 2,118,000 ―

(5) 長 期 借 入 金 ※2 1,394,084 1,394,131 47

(6) 社 債 ※2 1,491,000 1,506,206 15,206

負 債 計 5,233,242 5,248,496 15,254

※1 個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
※2 １年内回収（返済）予定額を含んでおります。

(注) １．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資 産

　 (1)現金及び預金、(2)受取手形、(3)売掛金、(4)完成工事未収入金、並びに(6)短期貸付金

　 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。

(5)投資有価証券

　 これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、その他の有価証券は取引金融機関等

から提示された価格によっております。また、デリバティブを組み込んだ複合金融商品は、デリバ

ティブ部分を合理的に区分して測定することができないため、複合金融商品全体を取引先の金融機

関から提示された価格によって評価しております。
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(7)長期貸付金

　 これらの時価については、一定の区分に分類し、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等

適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割引いた現在価値により算出しております。

負 債

　 (1)支払手形、(2)工事未払金、(3)未払金、並びに(4)短期借入金

　 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。

(5)長期借入金、並びに(6)社債

　 固定金利によるものは、元利金の合計額を新規に同様の借入及び社債の発行を行った場合に想定

される利率で割り引いて時価を算定し、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映してお

り、時価は帳簿価額にほぼ等しいと考えられるため、当該帳簿価額によっております。

　 ２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 貸借対照表計上額

非上場株式及び出資金 　 211,867千円

　 上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上

表には含めておりません。

　

９．賃貸等不動産に関する注記

　(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、主に首都圏において、賃貸住宅や賃貸オフィスビル等を所有しております。当事業年

度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は123,037千円（賃貸収益は売上高に、主な賃貸費

用は売上原価に計上）、固定資産売却損は36,431千円（特別損失に計上）であります。

　(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

貸 借 対 照 表 計 上 額
当事業年度末の時価

当事業年度期首残高 当事業年度増減額 当事業年度末残高

1,590,152千円 54,440千円 1,644,592千円 1,816,579千円

(注) １．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額で
あります。

２．当事業年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額
（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。
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10．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 878円58銭

(2) １株当たり当期純利益 69円00銭

11．重要な後発事象に関する注記

　 該当事項はありません。

　

12．その他の注記

　 該当事項はありません。
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
平成28年７月20日

リベレステ株式会社
　取 締 役 会 御 中

優成監査法人
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 須 永 真 樹 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 宮 崎 哲 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、リベレステ株式会社の平成27年６
月１日から平成28年５月31日までの第38期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書
類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその
附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附
属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するため
の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びそ
の附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適
正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細
書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書

　当監査等委員会は、平成27年６月１日から平成28年５月31日までの第38期事業年度における取締

役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下の通り報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決

議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び

使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、

意見表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門その他内部統制

所管部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する

事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事

業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役

及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受ける

とともに、主要な子会社において業務及び財産の状況を調査しました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると

ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま

した。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会

社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企

業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　 以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果

　(1) 事業報告等の監査結果

　 ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの
と認めます。

　 ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認め
られません。

　 ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統
制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事
項は認められません。

　(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　 会計監査人優成監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成28年７月29日

リ ベ レ ス テ 株 式 会 社 監 査 等 委 員 会

常勤監査等委員
（社 外 取 締 役）

前 田 順 夫 ㊞

監 査 等 委 員
（社 外 取 締 役）

大 久 保 博 雄 ㊞

監 査 等 委 員
（社 外 取 締 役）

戸 田 良 一 ㊞

監 査 等 委 員
（取 締 役）

大 井 勝 代 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金処分の件

　剰余金の処分につきましては、次のとおりとさせていただきたく存じます。

剰余金の処分に関する事項

　当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つとして認識し、長期的な

経営基盤の強化に努め、安定的な利益配当を行うことを基本方針としております。

　この配当方針に基づき、第38期の期末配当につきましては、以下のとおりとさせて

いただきたく存じます。

(1)配当財産の種類

　 金銭といたします。

(2)配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　 当社普通株式1株につき金20円といたしたいと存じます。

　 なお、この場合の配当総額は236,996,000円となります。

(3)剰余金の配当が効力を生じる日

　 平成28年８月31日といたしたいと存じます。
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（４名）は、本総会終結の時をもっ

て任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）４

名の選任をお願いするものであります。

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。
　

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、当社における地位及び担当
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

１
河 合 純 二
(昭和23年12月４日生)

昭和45年９月 河合組創業

224,000株

昭和54年６月 有限会社河合工務店設立（現リベレ
ステ株式会社）
代表取締役社長
(現在に至る)

〔重要な兼職の状況〕
株式会社ジュンプランニング代表取締役社長

２
樋 口 文 雄
(昭和22年11月22日生)

昭和62年２月 当社入社

10,000株

平成３年５月 有限会社モガミ建設設立
代表取締役社長

平成６年８月 当社監査役
平成８年８月 当社常務取締役
平成19年８月 当社専務取締役及び管理部門統括

(現在に至る)

３
金 子 宗 明
(昭和30年７月10日生)

平成13年２月 当社入社

4,000株
平成13年６月 当社工事部長
平成15年８月 当社取締役工事部長
平成19年８月 当社常務取締役及び事業部門統括

(現在に至る)

４
中 前 博 輝
(昭和31年１月17日生)

昭和61年12月 当社入社

8,600株

平成６年４月 当社工事部次長
平成17年４月 当社越谷支店支店長代理
平成19年９月 当社越谷支店支店長
平成20年８月 当社取締役及び越谷支店統括

(現在に至る)

(注) 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

　

以 上
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[第38期定時株主総会会場ご案内図]

会場：埼玉県草加市金明町389番地１

リベレステ株式会社 本社会議室

電話（048）944－1849（代表）

交通：東武スカイツリーライン「新田駅（東口）」より徒歩３分

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2016年07月26日 17時00分 $FOLDER; 32ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）


